
第１回 仙台市集団移転跡地利活用検討委員会 

 

日時：平成 28年 11月 23日（水・祝）14：00～15：00 

会場：エル・パーク仙台 ５F セミナーホール     

 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２ 都市整備局長あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 委員長選出および副委員長指名 

 

５ 委員長あいさつ 

 

６ 議 事 

（１）委員会の運営について 

（２）集団移転跡地の利活用について 

（３）その他 

 

７ 閉 会 
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仙台市集団移転跡地利活用検討委員会委員名簿 

 

五十音順（敬称略） 

氏 名 所属・役職員 

姥浦 道生 東北大学大学院工学研究科 准教授 

今野 彩子 株式会社ユーメディア 取締役 

西脇 資哲 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 

山﨑 智之 株式会社日本政策投資銀行東北支店 

 東北復興・成長サポート室 課長 

吉川 由美 有限会社ダ・ハ プランニング・ワーク 代表取締役 

 

資料１ 



 

仙台市集団移転跡地利活用検討委員会設置要綱 

                      （平成２８年１０月３１日市長決裁） 

 

（設置） 

第１条 津波被災地域における防災集団移転促進事業により本市が取得した土地（以下

「集団移転跡地」という。）の利活用についての専門的な知見を有する者の意見を

踏まえ，集団移転跡地の利活用の方針に反映させることを目的として，仙台市集団

移転跡地利活用検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 委員会の検討事項は，次のとおりとする。 

⑴ 集団移転跡地の利用の方向性に関すること 

⑵ 集団移転跡地の具体的な用途に関すること 

⑶ その他集団移転跡地の利活用に関すること 

 

（組織） 

第３条 委員会は，委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから，市長が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から平成２９年３月３１日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選によって，これを定める。 

３ 副委員長は，委員のうちから，委員長が指名する。 

４ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は，その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 委員会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，委員会の会議に委員以外の者の出席を求

め，その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，都市整備局計画部復興まちづくり課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委

員会に諮って定める。 

資料２ 



   

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，平成２８年１１月２３日から実施する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は，平成２９年３月３１日をもって，その効力を失う。 

 



仙台市集団移転跡地利活用検討委員会の運営について（案） 

 

１ 会議の公開について 

（１）公開・非公開について 

   会議は原則公開とする。ただし、次の場合には、委員長が委員に諮り、非公開と  

することができる。 

 

  ア 仙台市情報公開条例（平成 12 年仙台市条例第 80 号）第 7 条各号に掲げる情

報を扱う場合 

  イ その他非公開とすることに相当の理由がある場合 

 

  非公開と定めた場合は、その理由を明確にするものとする。 

 

（２）公開方法について 

   公開は会議の傍聴を認めることにより行うこととし、その定員等については、 

会場の制約等を勘案し、その都度委員長が定めるものとする。 

 

（３）傍聴者の遵守事項について 

   公正かつ円滑な会議の運営を確保するため、傍聴に係る遵守事項を裏面のとおり

定める。 

 

２ 議事録の作成について 

（１）議事録は、事務局である仙台市都市整備局復興まちづくり課で作成する。 

（２）議事録には次の事項を記載する。 

  ア 開催年月日、開会及び閉会時間 

  イ 出席委員の氏名 

  ウ 説明のために出席した市職員の職氏名 

  エ 議事の経過 

  オ その他必要な事項 

（３）議事録には委員長及び委員長が指名した委員１名が署名する。 

 

３ 会議スケジュール等について 

（１）会議の開催は全３回程度とする。 

（２）次回の協議内容は会議の最後に委員長が委員に諮り決定する。 

（３）年度内を目標に検討を進めるが、協議の進捗等を勘案し、次年度も継続して委員

会を開催することも想定される。 

資料３ 



会議の傍聴に際し、守っていただいきたい事項 

 

仙台市集団移転跡地利活用検討委員会事務局 

 

 会議の円滑な運営を図るため、会場では以下の事項を守ってください。 

 

１ 会議中は静かに傍聴し、拍手をしたり発言をするなど会議の進行を妨げる

ような行為をしないこと 

 

２ はち巻きや腕章の類をするなど、示威的な行為をしないこと 

 

３ 飲食または喫煙はしないこと 

 

４ 写真撮影、録画、録音を行わないこと。ただし、会議の同意を得た場合は

この限りではない。 

 

５ 他の傍聴人の迷惑になるような行為を行わないこと 

 

６ その他、会場の秩序を乱し、または会議を妨害するような行為をしない  

こと 

 

７ 係員から指示があった場合は速やかに従うこと 

 

 

以上の事項に違反した場合は、退場していただく場合があります。 



集団移転跡地の利活用について

2016年11月23日

仙台市 都市整備局 計画部

復興まちづくり課

1

「第1回集団移転跡地利活用検討委員会」資料

仙台市

１．検討委員会の内容について

2

（１）基本的な枠組み

・事務局（仙台市）から提示された内容について、専門家の立場から
意見交換を行う
・事務局（仙台市）は本委員会の提言を踏まえ、集団移転跡地の利活用
方針をとりまとめ、仙台市震災復興推進本部会議にて方針を決定する

（２）各回の論点の整理

第1回 東部沿岸地域全体や各地区の土地利用の方向性

第2回 利活用方針の具体的な内容（各地区の用途、土地利用条件、市の
支援内容など）

第3回 提言のとりまとめ（利活用方針）

本日の論点



２．集団移転跡地の利活用方針について

3

（１）利活用方針の内容

①集団移転跡地全体の利活用方針
集団移転跡地において，仙台市が目指す利活用の方針を検討

②各地区の土地利用の方向性
上記①及び各地区の特性を踏まえて，地区毎の利活用の方向性を検討

③各地区における具体的な用途

上記②を踏まえて，想定させる用途や望ましくない用途を検討

④土地利用条件
借地料や契約期間，利用可能面積など，土地利用にあたっての条件を検討

⑤仙台市の支援内容
集団移転跡地を利活用するにあたり，仙台市が行う支援内容を検討

本日の論点

（２）跡地全体の利活用方針

4

２．集団移転跡地の利活用方針について

【前提条件】

○東部沿岸部の貴重な自然環境との調和や保全

○地域の歴史や文化・震災の記憶と経験の継承

【目指す方向】

各地区の特性を踏まえた「新たな土地利用」により，

○市街地では実現困難な取組み

○地域資源の活用・周辺環境との連携

「新たな魅力」を創出する場を目指す



２．集団移転跡地の利活用方針について

南蒲生地区
3.4ha 海岸公園

（スポーツゾーン）

太平洋

七北田川 南蒲生浄化
センター

農業法人
（みちさき）

神明社
（お伊勢様）
（再建済）

仙台港
（３）各地区の利活用の方向性

①南蒲生地区

5

【利活用の方向性】
隣接する「海岸公園」や「地域のまちづくり計画」と連携した利活用
⇒「地域に親しまれる場」の創出

２．集団移転跡地の利活用方針について

6

海岸公園
（スポーツゾーン）

新浜地区
4.1ha

太平洋

事業者
（解体業）

松林が残存

【利活用の方向性】
「貴重な自然環境」や「地域のまちづくり計画」と連携した利活用
⇒「地域に親しまれる場」の創出

②新浜地区

（３）各地区の利活用の方向性



２．集団移転跡地の利活用方針について

7

太平洋
海岸公園

（レクリエーションゾーン）

荒浜地区
41.9ha

深沼海水浴場
※現在閉鎖中

③荒浜地区

（３）各地区の利活用の方向性

２．集団移転跡地の利活用方針について

8

太平洋

震災遺構
（旧荒浜小学校）

海岸公園
（レクリエーションゾーン）

住宅基礎等
保存候補エリア

荒浜地区
41.9ha モニュメント

（震災の記憶・鎮魂）
モニュメント
（地域の歴史）

墓地

【利活用の方向性】
周辺の「地域資源」を活用した利活用
「広大な土地」や「アクセス性」を活かした利活用
⇒「新たな賑わいの場」の創出

③荒浜地区

（３）各地区の利活用の方向性



２．集団移転跡地の利活用方針について
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太平洋

海岸公園
（プレイゾーン）

【利活用の方向性】
「周辺環境」や「地域産業」と連携した利活用
⇒「地域に親しまれる場」の創出

井土地区
0.5ha

ねぎ畑
（井土生産組合）

④井土地区

（３）各地区の利活用の方向性

２．集団移転跡地の利活用方針について
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太平洋

海岸公園
（ネイチャーゾーン）

藤塚地区
15.0ha

東谷地
（汽水域）

井土浦
（干潟）

五柱神社
（再建済）

【利活用の方向性】
隣接する「海岸公園」や「貴重な自然環境」と連携した利活用
⇒「自然に触れ合う場」の創出

⑤藤塚地区

（３）各地区の利活用の方向性









参考３




